
１．令和７年度の後期高齢者医療の保険料率について
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２．保険料の軽減について
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　賦課のもととなる所得金額とは、総所得金額等（前年の総所得金額および山林所得金額ならび
に他の所得と区分して計算される所得の金額（分離課税として申告された株式の譲渡所得や配当
所得・土地等の譲渡所得など）の合計額）から、地方税法第３１４条の２第２項に定める基礎控
除額を控除した額です（雑損失の繰越控除額は控除しません）。

　後期高齢者医療制度に加入する日の前日において、会社の健康保険や共済組合等の被扶養者で
あった方については、当面の間、所得割額は課されず、資格取得後２年間は均等割額の５割が軽
減されます。
　なお、上記の７割軽減に該当する方については、７割軽減が適用されます。

　軽減判定するときの総所得金額等には、専従者控除、譲渡所得の特別控除に係る部分の税法上の規
定は適用されません。

　当分の間、年金収入につき公的年金等控除額（６５歳以上である方に係るものに限る）の控除を受
けた方については、公的年金等に係る所得金額から１５万円を控除した所得額を用いて軽減判定しま
す。

　世帯主が被保険者でない場合でも、その世帯主の所得が軽減判定の対象所得に含まれます。

５割 ２８,５８６円
【基礎控除額（４３万円）＋３０万５千円×被保険者数
　＋１０万円×（給与所得者等の数－１）】を超えないとき

２割 ４５,７３７円
【基礎控除額（４３万円）＋５６万円×被保険者数
　＋１０万円×（給与所得者等の数－１）】を超えないとき

軽減割合 軽減後の均等割額（年額）
所得の判定区分

（同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計額）

７割 １７,１５１円
【基礎控除額（４３万円）
　＋１０万円×（給与所得者等の数－１）】を超えないとき

　波線部は同一世帯内の被保険者と世帯主に給与所得者等（次の（１）～（３）のいずれかに該当す
る方）が2人以上いる場合に計算します。
　（1）給与収入額が５５万円を超える方
　（2）６５歳未満かつ公的年金等収金額が６０万円を超える方
　（3）６５歳以上かつ公的年金等収入金額が１２５万円を超える方

　軽減の判定は、４月１日（４月２日以降に加入した場合は加入日）の世帯状況で行います。判定日
の後に世帯状況に異動があった場合でも、年度途中の再判定は行いません。

　世帯の所得水準に応じて保険料の均等割額（５７，１７２円）が軽減されます。

均等割額
被保険者１人当たり

所得割額
賦課のもととなる所得金額※

×所得割率

大阪府後期高齢者医療

広域連合からのお知らせ

５７，１７２円 １１.７５％
＝ ＋

（年間限度額８０万円）
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保険料（年額）

         

         

         



※

● 　妻の年金収入額８３万円は、基礎年金額を例としています。
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〇 　保険料算定例の金額については年額です。今後の税法改正等によって金額が変動することがあります。

　所得割額・均等割額に１円未満の端数が出たときは、切り捨てて計算します。

５７，１７２円
３４，３０２円 ５１，９２７円 １４６，４７２円 ２４０，６９９円 ２８７，０６９円

保険料総額 ①＋②

１７，１５１円 ３４，７７６円
※２

１１７，８８６円 １９４，９６２円 ２２９，８９７円
１７，１５１円 １７，１５１円 ２８，５８６円 ４５,７３７円

２８,５８６円 ４５，７３７円 ５７,１７２円
１７,１５１円 １７,１５１円 ２８,５８６円 ４５，７３７円 ５７,１７２円

均
等
割
額

軽減割合 ７割軽減 ５割軽減 ２割軽減  

軽減後の
均等割額

②
１７,１５１円 １７,１５１円

１７２，７２５円
０円 ０円 ０円 ０円 ０円

０円 ０円 ０円 ０円 ０円

所得額
４３万円 ５８万円 １１９万円 １７０万円 １９０万円

０円 ０円

所得割額 ①
０円 １７，６２５円 ８９，３００円

０円 ０円 ０円

所
得
割
額

賦課のもとと
なる所得金額

０円 １５万円 ７６万円 １２７万円 １４７万円

１４９，２２５円

　所得割額・均等割額に１円未満の端数が出たときは、切り捨てて計算します。

年金収入額
１５３万円 １６８万円 ２２９万円 ２８０万円 ３００万円

８３万円 ８３万円 ８３万円 ８３万円 ８３万円

２８,５８６円 ４５,７３７円 ５７，１７２円

保険料総額　①＋② １７,１５１円 ３４，７７６円 ８２，０４８円 １２９，１６２円 ２２９,８９７円

均
等
割
額

軽減割合 ７割軽減 ５割軽減 ２割軽減  

軽減後の
均等割額

② １７,１５１円 １７,１５１円

１４７万円

所得割額 ① ０円 １７，６２５円 ５３，４６２円 ８３，４２５円 １７２，７２５円

所
得
割
額

賦課のもとと
なる所得金額

０円 １５万円 ４５万５千円 ７１万円

所得額 ４３万円 ５８万円 ８８万５千円 １１４万円 １９０万円

　実際に負担いただく保険料は、各個人の収入や軽減適用状況によって異なります。

　新しい保険料額等については、前年分の所得が確定した後、７月中旬ごろに通知書を郵送
します。

年金収入額 １５３万円 １６８万円 １９８万５千円 ２２４万円 ３００万円

単身世帯（年金収入のみ）の場合

後期高齢者夫婦二人世帯（年金収入のみ）の場合

保険料算定例（令和７年度）


